
NO 会計 款 項 目 施策 事務事業名 担当課
主要
施策
対象

うち多
額の
経費
対象

①事務事業の概要
②課題

29年度決
算額［千
円］

30年度決
算額［千
円］

総合評価
①評価の理由
②令和元年度に取組む改革・改善内容

元年度予
算額［千
円］

1 一般 8 4 1
313質の高い既成市
街地の整備

都市計画事務に要する経費 都市計画課 　　

①市の都市計画について適正な誘導と計画に沿ったまちづく
りを実現するため、都市計画に関する様々な事項を審議会に
諮る。また、法令に基づく許可、届出業務を実施し、用途地域
等の都市計画情報を提供する。
②現在の生産緑地地区決定30年経過に伴う新制度導入
（R4）に向けて取り組む。新京成連続立体交差事業の完了に
伴い都市計画基本図（白図）の修正を行う。

1,547 1,455
6精査・検
証

①住民が都市の将来像と具体の都市計画を常に確認、理解
する必要があり、都市計画における情報開示を促進するに
は必要不可欠であるため。
②生産緑地地区の土地所有者へ確実な情報周知や意向確
認を行う。
市ホームページで公表している都市計画図等の周知を行い
コストの縮減を図る。また、市民サービス向上のための用途
地域詳細図の印刷販売を行うための委託を行う。

5,355

2 一般 8 4 1
313質の高い既成市
街地の整備

開発指導事務に要する経費 都市計画課 　　

①土地の造成を行う開発行為において、新設道路や排水施
設などの公共施設整備の技術基準を満たし良好な宅地開発
が施工されるよう誘導を図る。
②開発行為施工中の苦情や中高層建築に伴う要望など、近
隣住民への対応を円滑に行い、良好な宅地開発が施工され
るよう誘導する。

2,356 2,255
6精査・検
証

①公共施設の整備に伴う技術基準は満たすだけではなく、ゆ
とりのある施設規模、景観にも優れた市街地整備を進めてい
くため、業務の改善を図り事務の円滑化を図る。
②鎌ケ谷市宅地開発指導要綱の精査及び条例化も視野に
入れた調査研究を行っていく。

2,391

3 一般 8 4 1
314鎌ケ谷市の魅力
あふれるまち並みづ
くり

景観形成事務に要する経費 都市計画課 　　

①鎌ケ谷市景観条例に基づき、重点地区の届出制度及び景
観審議会、景観アドバイザーなどの専門家意見の活用、市民
と事業者等の理解と協力によって、望ましい景観の確保と誘
導を図るもの。
②良好な都市景観の形成を図るため、地区の特性に合わせ
た景観形成内容の周知や現状の把握に取組む必要がある。

34 41
6精査・検
証

①景観行政を進めていく上で第三者的な立場の専門家意見
を活用するため景観審議会及び景観アドバイザーは必要不
可欠である。
②景観届出内容について、現状を景観審議会に報告し検証
を行う。また、市と事業者が行っている届出事務の円滑化を
図る。

71

4 一般 8 4 1
322利便性の高い公
共交通体系の充実

コミュニティバス運行助成事業 都市計画課 ○ ○

①市内の交通不便地区における課題解消や公共施設等の
使用促進を図るため、運行事業者への一部補助などにより公
共交通網の充実を図るもの。
②運行ルート、バス停留所の改善要望や高齢者等の移動確
保等、コミュニティバス利用者の利便性について検討する必
要がある。

48,056 47,000
6精査・検
証

①高齢化社会の対応として、地域活動や生涯学習などの参
加からコミュニティバスの運行は必要不可欠であるため。
②令和2年度でコミュニティバス運行事業者との協定が期間
満了となるため、運行検討委員会による今後のコミュニティ
バスの運行形態を検討する。

47,340

5 一般 8 4 2
314鎌ケ谷市の魅力
あふれるまち並みづ
くり

新鎌ケ谷地区広域交流拠点形成推進に
要する経費

都市計画課 　　

①区画整理事業が完了した新鎌ケ谷地区において、更なる
広域交流拠点機能の集積や地区の賑わいづくりのため、主
に地域の活性化やコミュニティの形成を推進する。
②地区の現状や、まちづくり活動に対する企業や地域住民の
意識が把握できてきた中で、今後ご理解・ご協力を得られる
よう、シティプロモーション事業等、市内部における他事業と
の調整を図る必要がある。

23,597 22,334
6精査・検
証

①魅力ある地域づくりに、地域住民の力は不可欠であり、住
民の意識醸成に合わせた施策展開が必要となるため。また、
地区周辺のまちづくりも検討していく必要があるため。
②地域住民のまちづくり活動に対する意識醸成を見据えつ
つ、住民からの提案等の機会を捉えながら、対応を検討す
る。

25,481

6 一般 8 4 2
313質の高い既成市
街地の整備

市街地整備に要する経費 都市計画課 　　
①まちづくり室の各業務に必要な経費の支出。
②適正な予算計上及び支出のために、項目ごとにその必要
性や効率性をよく検討する必要がある。

3,120 2,264
6精査・検
証

①効果とコスト削減に配慮しつつ、継続する必要がある。
②職員の知識向上や、地域との連携に配慮しつつ、より効果
的な手法の検討をする。

3,290

7 一般 8 4 2
313質の高い既成市
街地の整備

都市軸形成促進事業 都市計画課 ○ ○

①都市軸の一翼を担う初富駅周辺地区において、新京成線
連続立体交差事業と併せて駅前広場等の整備の必要性か
ら、地域住民や関係機関と協議を行いながら事業を推進して
いく。
②初富駅周辺地区は、主要地方道及び主要市道に囲まれ交
通量が多く、また商業施設を含む多くの建物が密集している
地区である。このことから事業の推進に伴っては、新たな用
地の確保や建物移転等が伴うため、関係住民の理解と関係
機関との調整が必要である。

3,541 49,518 7拡充

①初富駅前広場等の整備は、新京成線連続立体交差事業
の事業効果を高めるための関連事業として、また市の都市
基盤としての整備、通学路の安全性を高める側面から推進
する必要がある。
②国の交付金を活用し、事業を推進する。なお、推進にあ
たっては、地権者の協力と、関係機関との調整が必要であ
る。

39,260

鎌ケ谷市　事務事業評価表（簡易評価表）



NO 会計 款 項 目 施策 事務事業名 担当課
主要
施策
対象

うち多
額の
経費
対象

①事務事業の概要
②課題

29年度決
算額［千
円］

30年度決
算額［千
円］

総合評価
①評価の理由
②令和元年度に取組む改革・改善内容

元年度予
算額［千
円］

8 一般 8 4 2
313質の高い既成市
街地の整備

近隣商業拠点整備に要する経費 都市計画課 　　

①近隣商業拠点の一つである北初富駅周辺地区では、市民
の日常生活に身近な商業等のサービス機能の充実を目指
し、駅前広場等の整備に向け事業を推進している。
②北初富駅周辺の整備に向けて、引き続き関係機関と協議
しながら検討していく必要がある。また、整備に必要な用地の
取得に向けて、関係地権者との交渉を継続する必要がある。

1,560 1,430
6精査・検
証

①北初富駅に関して新京成線連続立体交差事業による全線
高架運行の開始が予定されるなど駅周辺の環境に変化が生
じることから、駅前広場等の利用の在り方や形状も含めて検
証のうえ、推進していく必要がある。
②北初富駅周辺の整備について、引き続き関係機関との協
議を行い、整備方針を決定する。また、整備に必要な用地取
得について関係地権者との交渉を継続する。

1,418

9 一般 8 4 2
311広域交流拠点の
整備

新鎌ケ谷駅周辺地区市街地整備促進事
業

都市計画課 ○ ○

①新鎌ケ谷駅周辺地区が、魅力と活気にあふれる中心市街
地として形成されるよう、土地利用の推進や通路の整備等を
行う。
②新鎌ケ谷駅利用者の利便性や駅周辺の回遊性を高められ
るよう東京１０号線延伸新線の活用方法について、千葉県企
業局等の関係事業者と調整が引き続き必要である。

0 49,494 7拡充

①鎌ケ谷市の顔となる同地区については、市街地形成の更
なる促進が必要である。
②引き続き土地活用の方策について、将来のまちづくりに活
用できるよう位置づけを行うべく業務に取り組む。

0


